


整骨院や鍼灸院については、病院に受診後、医師の診断書を提出した場合のみ見舞金の対象となります。

令和6年２月１日

令和6年 4月１日から令和7年3月31日まで
市役所・町役場で受理した日時から令和7年3月31日まで


